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７食知財発第１号 

令和７年４月３日 

会 員 各 位 

 

一般社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター 

理事長 竹本 一志 

 

令和７年度第１回講演会開催のご案内 

 

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く

御礼申し上げます。 

 

 JAFBICの令和７年度第１回講演会は、速見・溝口法律事務所の弁護士 速見禎祥先生を

講師にお迎えし、 

「食品用途特許の攻防  

   ～ 知財高裁判決に見る侵害認定と公然実施発明による無効主張」 

と題して、大阪でご講演いただく予定です。 

 

 また、本講演会では、JAFBIC 会員だけでなく、一般の方（JAFBIC 非会員）にも広く聴

講いただけるように企画させていただきます。 

 

 本講演会は、知財高裁判決を通じて食品用途特許の侵害認定と無効主張の実務傾向を探

るものであり、ご講演の内容は次の通りです。 

 平成 28 年 4 月 1 日の審査基準改訂により食品用途発明の特許が認められるようになっ

て以降、多数の食品用途特許が成立しています。しかし、どのような場合に食品用途特許

の侵害が成立するのか（用途充足性の判断）については、未だ実務上明確な基準がなく、

自社の特許の有効性や他社特許のリスク評価に悩む企業も少なくありません。 

 知財高判令和 6 年 2 月 27 日（令和 5 年（ネ）第 10010 号）は、食品用途特許の侵害を

認めた非常に珍しい事例であり、今回、特許権者の代理人として同事件を担当した速見禎

祥弁護士を講師に迎え、食品用途発明における用途の充足性判断やその立証について詳し

く解説頂きます。 

 さらに、近年の食品分野における特許では、数値限定を含むクレームが増加しており、

これに対抗するため、公然実施発明を基に進歩性欠如を主張するケースが増えていること

から、この点についても詳細に解説いただく予定です。 

 本講演会は、日本弁理士会の継続研修として認定申請予定です。単位認定を希望される

方は申込の際に併せてご連絡ください。 
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 なお、ご講演終了後には、講師の方も交えた情報交換会の開催を予定しておりますので、

会場参加の方には是非とも情報交換会にもご出席ください。 

敬具 

 

記 

■テーマ 

  「食品用途特許の攻防  

     ～ 知財高裁判決に見る侵害認定と公然実施発明による無効主張」 

 

■講師 

  速見・溝内法律事務所 弁護士 速見 禎祥 氏 

 

■日時 

  令和７年５月２３日（金） １４時３０分～１６時４５分 

 

■会場 

  会場参加：大阪大学中之島センター（大阪） および Zoom配信のハイブリッド開催 

       https://www.onc.osaka-u.ac.jp/access/ 

 

■参加形式 

  ・会場参加（JAFBIC 会員、JAFBIC非会員） 

  ・オンライン参加（JAFBIC会員のみ可） 

   （※オンライン参加希望の方には、別途、アクセス情報をお知らせいたします） 

 

■受講料（参加者１名につき、いずれの参加形式も共通） 

  ・JAFBIC会員 ： １０,０００円（消費税込） 

  ・JAFBIC非会員： １５,０００円（消費税込） 

 

■情報交換会（参加者１名につき、JAFBIC会員・JAFBIC非会員共通） 

  ・６,０００円（消費税込） 

   （※情報交換会の会場は確定次第、別途、お知らせいたします） 

 

■申込方法 

  以下 URLの参加申し込みフォームからお申込みください。 

  URL https://forms.office.com/r/LMrJv9y298 

 

https://www.onc.osaka-u.ac.jp/access/
https://forms.office.com/r/LMrJv9y298
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■申込締切日 

  令和７年５月１６日（金） 

   ※講演会および情報交換会のいずれも、キャンセル期限は、申込締切日まで 

    とさせていただきます。 

   ※キャンセルのお申し入れは、上記期日までに、JAFBIC事務局宛て 

    （メール：seminar@jafbic.or.jp）にご連絡ください。 

 

■参加費用のお支払い方法について 

  ①JAFBIC会員は、請求書（PDF）を申込締切日以降、参加者宛にメールで送付いたし

ますので、請求書到着後、請求書に記載の振込期日までに、指定口座にお振込みく

ださい。 

  ②JAFBIC非会員は、開催当日に、受付にて、現金で参加費用（受講料、情報交換会参

加費）をお支払いの上、領収書をお受け取りください（釣銭が発生しないように現

金をご用意ください）。 

 

  1）同会員から複数名のお申込みがあった場合、請求書を１つにまとめて送付させて 

   いただきます。 

  2）指定の送付先がありましたら、申込時、担当者のお名前、メールアドレス等を 

   明記してください。 

  3）申込締切日以降、キャンセルされた場合は、受講料（情報交換会参加の場合は 

   情報交換会費も含む）をお支払いただきます。 

   代理の方によるご参加をご検討ください。 

 

 

------------------------------------------------------- 

ＪＡＦＢＩＣ 

一般社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター 

〒105-0014 

東京都港区芝 2-5-24 芝 MARビル 4階 

TEL：03-3769-5221 FAX：03-3769-5307 

講演会専用メールアドレス： seminar@jafbic.or.jp 

-------------------------------------------------------- 


